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（仮称）富士市立小中学校再編計画策定及び富士市学校施設長寿命化計画（個別施設 

計画）改定支援業務委託 プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

  この要領は、（仮称）富士市立小中学校再編計画策定及び富士市学校施設長寿命化計画（個別施

設計画）改定支援業務委託の受託者を特定するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務概要 

 ⑴ 業 務 名 （仮称）富士市立小中学校再編計画策定及び富士市学校施設長寿命化計画（個別

施設計画）改定支援業務委託 

 ⑵ 業 務 内 容 別紙「（仮称）富士市立小中学校再編計画策定及び富士市学校施設長寿命化計画

（個別施設計画）改定支援業務委託仕様書」のとおりとする。 

 ⑶ 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和10年３月31日（金）まで 

 ⑷ 支払限度額 40,601,000円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

         （令和８年度：20,300千円 令和９年度：20,301千円） 

 

３ 選定方法 

公募型プロポーザル方式 

 

４ 担当課（問合せ先） 

  郵便番号 417-8601 静岡県富士市永田町１丁目100番地 

  富士市教育委員会教育総務課（担当：鈴木・大芝） 

  電話番号 0545-55-2760（直通） 

  ＦＡＸ番号 0545-53-8584 

  メールアドレス ky-tekisei@div.city.fuji.shizuoka.jp 

市ウェブサイト https://www.city.fuji.shizuoka.jp/4005050000/p005562.html 

 

５ 参加資格 

  本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる事項を全て満たすものとする。 

 ⑴ 直近３年間に、地方公共団体において、本プロポーザルと同様の学校施設再編計画又は学校

施設長寿命化計画の策定等に関する支援実績を有していること、又は現在支援を行っているこ

と。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

 ⑶ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始、民事再生法（平成11年法律第 

225号）に基づく再生手続開始又は破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立

てをしていない者及びこれらの申立てがなされていない者であること。 

 ⑷ プロポーザル参加表明書等の提出期限の日までに、富士市競争入札参加資格審査登録者又は

申請者であること。 

 ⑸ プロポーザル参加表明書等の提出期限の日までに、「富士市工事請負契約等に係る指名停止等
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措置要領」又は「富士市物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止の措置

を受けていない者であること。 

 ⑹ 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者であること。 

  ア 役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問

その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、

執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。

以下同じ。）が暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しな

い者をいう。以下同じ。）であると認められる者 

  イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者 

  ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認められる者 

  エ 役員等が直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認めら

れる者 

  オ 前各項目に規定するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有してい

ると認められる者 

 

６ 公募型プロポーザル実施要領等の交付 

 ⑴ 交付期間 令和８年４月20日（月）から同年５月29日（金）まで 

 ⑵ 交付書類 

  ア （仮称）富士市立小中学校再編計画策定及び富士市学校施設長寿命化計画（個別施設計画）

改定支援業務委託プロポーザル実施要領 

  イ （仮称）富士市立小中学校再編計画策定及び富士市学校施設長寿命化計画（個別施設計画）

改定支援業務委託仕様書 

  ウ 様式集 

 ⑶ 交付方法 富士市ウェブサイトからの入手を原則とする。 

   なお、富士市ウェブサイトのURLは、次による。 

   https://www.city.fuji.shizuoka.jp/4005050000/p005562.html 
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７ 公募開始から契約締結までの日程 

  本プロポーザルによる受託者特定までの日程は、次のとおりとする。なお、日程は都合により

変更となる場合がある。 

No. 項目 実施日 備考 

1 参加募集の公告 令和８年４月20日（月） 富士市ウェブサイトに掲載 

2 
参加表明に関する質問書 

提出期限 
令和８年４月27日（月） 電子メールによる提出 

3 
参加表明に関する質問書 

回答日 
令和８年５月１日（金） 

メール又は富士市ウェブサイトに

掲載（実施要領・仕様書の変更に

係るものに限る。） 

4 参加表明書等の提出期限 令和８年５月８日（金） 郵送又は電子メールによる提出 

5 参加資格確認結果通知 令和８年５月13日（水） 電子メールにより発送 

6 
企画提案書等提出に関す

る質問書提出期限 
令和８年５月22日（金） 電子メールによる提出 

7 
企画提案書等提出に関す

る質問書回答日 

質問書受付後、３営業日

程度で回答 

メール又は富士市ウェブサイトに

掲載（実施要領・仕様書の変更に

係るものに限る。） 

8 企画提案書等の提出期限 令和８年５月29日（金） 

電子メール（８Ｍ以下）又はファ

イル送信サービスによるデータ提

出 

9 参加辞退届の提出期限 令和８年５月29日（金） 持参又は郵送による提出 

10 
プレゼンテーション及び 

ヒアリング 
令和８年６月５日（金）  

11 審査結果通知書の発送 令和８年６月上旬 電子メールにより発送 

12 契約内容協議 令和８年６月中旬  

13 契約締結 令和８年６月中旬  

 

８ 参加表明に関する質問の受付及び回答 

本プロポーザル参加表明に関する質問及び回答については、次のとおりとする。 

 ⑴ 受 付 期 間  令和８年４月20日（月）午前８時30分から 

同年４月27日（月）午後５時15分まで 

 ⑵ 受 付 方 法  「参加表明に関する質問書（様式―１）」に記入の上、電子メールで送付する

こと。また、質問書を送付した場合は、担当課へ電話にてその旨連絡するこ

と。 

          なお、電子メール以外での質問は一切受け付けないものとする。 

          メールアドレス ky-tekisei@div.city.fuji.shizuoka.jp 

          電話番号    0545-55-2760（直通） 
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          ※日曜日及び土曜日を除く午前８時30分から午後５時15分まで対応 

 ⑶ 質問回答日  令和８年５月１日（金） 

 ⑷ 回 答 方 法  メール又は富士市ウェブサイトに掲載する。 

          ※富士市ウェブサイトへの掲載は、実施要領・仕様書の変更に係るものに限

る。 

 ⑸ そ の 他  富士市ウェブサイトに掲載した質問に対する回答内容は、本要領等の追加又

は修正として取り扱うものとする。 

 

９ 参加表明書等の提出 

 ⑴ 提 出 期 間  令和８年４月20日（月）午前８時30分から 

            同年５月８日（金）午後５時15分まで 

 ⑵ 提 出 先  郵便番号 417-8601 静岡県富士市永田町１丁目100番地 

          富士市教育委員会教育総務課 

          メールアドレス ky-tekisei@div.city.fuji.shizuoka.jp 

 ⑶ 提 出 方 法  郵送（提出期限までに必着のこと。）又は電子メール 

 ⑷ 提 出 書 類  提出書類は、下表のとおりとする。 

No. 提出書類 様式等 提出部数 

1 プロポーザル参加表明書 様式－２ １部 

2 会社概要書 任意様式 １部 

3 参加表明者の業務実績表 任意様式 １部 

 

10 参加資格要件の審査結果通知 

 プロポーザル参加表明書、会社概要書、参加表明者の類似業務実績表等で参加資格要件を満たす

と認めた参加表明者については、本プロポーザルの「参加資格者」である旨の結果を令和８年５月

 13日（水）に参加表明者全員に電子メールで「プロポーザル参加資格確認結果通知書」により通

知する。 

  参加資格者として選定されなかった理由の説明を求める場合、「プロポーザル参加資格確認結果

通知書」を電子メールで送付した翌日から起算して５営業日以内に書面（任意書式）にて行うも

のとし、請求に対する対応は、書面にて回答するものとする。 

 

11 企画提案書等提出に関する質問の受付及び回答 

  企画提案書及び仕様書等に関する質問は、提出書類の作成に係るものとし、審査（評価）に係る

質問は、受け付けないものとする。 

 ⑴ 受 付 期 間  令和８年４月20日（月）午前８時30分から 

            同年５月22日（金）午後５時15分まで 
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 ⑵ 受 付 方 法  「企画提案書等提出に関する質問書（様式―３）」に記入の上、電子メールで

送付すること。また、質問書を送付した場合は、担当課へ電話にてその旨連

絡すること。 

          なお、電子メール以外での質問は一切受け付けないものとする。 

          メールアドレス ky-tekisei@div.city.fuji.shizuoka.jp 

          電話番号    0545-55-2760（直通） 

          ※日曜日、土曜日及び祝日を除く午前８時30分から午後５時15分まで対応 

 ⑶ 質問回答日  質問書受付後、３営業日程度で回答 

 ⑷ 回 答 方 法  メール又は富士市ウェブサイトへの掲載 

          ※富士市ウェブサイトへの掲載は、実施要領・仕様書の変更に係るものに限

る。 

 ⑸ そ の 他  富士市ウェブサイトに掲載した質問に対する回答内容は、本要領等の追加又

は修正として取り扱うものとする。 

mailto:ky-tekisei@div.city.fuji.shizuoka.jp
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12 企画提案書等の提出 

 ⑴ 提 出 期 間  令和８年４月20日（月）午前８時30分から 

            同年５月29日（金）午後５時15分まで 

 ⑵ 提 出 先   富士市教育委員会教育総務課 

 ⑶ 提 出 方 法  電子メールに添付（８ＭＢ以下）又はファイル送信サービスによる提出。また、

企画提案書等を送付した場合は、担当課へ電話にてその旨連絡すること。 

          メールアドレス ky-tekisei@div.city.fuji.shizuoka.jp 

          電話番号    0545-55-2760（直通） 

          ※日曜日、土曜日及び祝日を除く午前８時30分から午後５時15分まで対応 

 ⑷ 提 出 書 類    提出書類は、下表のとおりとする。 

No. 提出書類 様式 

1 企画提案書 任意様式 

2 業務実施体制 任意様式 

3 業務工程計画（実施スケジュール） 任意様式 

4 
見積金額及び内訳金額がわかるもの 

（消費税及び地方消費税を含む。） 
任意様式 

 ⑸ 記 載 内 容  下記の内容は、企画提案書等に記載すること。 

          なお、審査の公平性、透明性等を確保するため、企画提案書等については社

名等を表示しないこと。 

No. 提出書類 記載内容 

1 企画提案書 

・別添「（仮称）富士市立小中学校再編計画策定及び富士市学校

施設長寿命化計画（個別施設計画）改定支援業務委託仕様書」

に基づき作成すること。 

2 業務実施体制 
・人員体制 

（配置、役割分担、担当者の職歴、資格、実績等を含む。） 

3 
業務工程計画 

（実施スケジュール） 
・詳細な実施スケジュール 

4 
見積金額及び内訳金

額がわかるもの 

・見積総額及び各年度（令和８年度及び令和９年度）の金額を

記載すること。なお、本要領２⑷に定めた予算限度額及び各

年度限度額に留意すること。 

・見積額は、消費税及び地方消費税を含む金額及び含まない金

額をそれぞれ記載し、その旨を明記すること。 

・見積積算内訳書を添付すること。 
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 ⑹ 留意事項 

  ア 企画提案書等の提出後における書類の追加、修正及び再提出は、原則認めない。 

  イ 企画提案書等の内容は、企画提案者が責任を持って必ず履行できる内容とすること。 

  ウ 企画提案書等に記載した配置予定の担当者は、原則として変更できないこととする。ただ

し、病休、死亡、退職等やむを得ない理由により変更を行う場合は、承諾を得ること。 

  エ 提出された企画提案書等は、当該企画提案者に無断で二次的な使用は行わない。 

  オ 評価委員が特段の専門知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成すること。 

    なお、やむを得ず専門用語を使用する場合については、一般用語を用いて脚注を付記する

など、評価委員が理解しやすいものとすること。 

  カ 文字の大きさは、原則として11ポイント以上とすること。 

  キ 企画提案者が多数の場合には、プレゼンテーション及びヒアリングの事前に書類選考を実

施する場合がある。その場合には、企画提案者に別途通知する。 

 

13 プロポーザル参加辞退届の提出 

  参加表明をした者が、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、下記のとおり「プロポーザ

ル参加辞退届（様式―４）」を提出すること。 

 ⑴ 提 出 期 限  令和８年５月29日（金）午後５時15分 

 ⑵ 提 出 先  郵便番号 417-8601 静岡県富士市永田町１丁目100番地 

          富士市教育委員会教育総務課 

          （富士市庁舎５階） 

 ⑶ 提 出 方 法  持参（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）又は郵送（提出期限までに必着のこ

と。） 

 

14 プレゼンテーション及びヒアリング 

 ⑴ 日 時  令和８年６月５日（金）詳細な時間は、別途通知する。 

 ⑵ 実 施 場 所  富士市永田町１丁目100番地 

          富士市庁舎10階 会議室 

          （オンライン方式への変更の可能性あり。） 

 ⑶ 出 席 者  出席者は、３人以内とする。 

 ⑷ 所 要 時 間  企画提案者当たり40分以内とする。 

          （提案者からの説明30分、質疑応答10分） 

 ⑸ 実施の順番  参加表明書等の受付順とする。 

 ⑹ そ の 他  ア 説明は提出資料のみを用い、追加資料の持込みは認めない。 

          イ プレゼンテーションに当たって機器（パソコン等）が必要な場合は、企

画提案者で用意すること。（モニター等は、本市で用意する。） 

          ウ 必要機器のセッティング及び片付けの時間は、提案者からの説明（30分）

に含めないものとする。 

          エ プレゼンテーション及びヒアリングは非公開で実施する。 
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15 評価項目及び評価基準 

  企画提案書等に対する評価項目及び評価基準は、下表のとおりとする。 

  評価項目 評価基準／評価のポイント 配点 

提案内容の妥当性 

・改定後の適正規模・適正配置基本方針を踏まえ、

学校再編計画と長寿命化計画をどのように統合

し、具体的な将来像や計画フレームを示すか。 

・再編シナリオごとの効果や施設更新方針の提示の

妥当性 

30 

現状分析と 

基本方針の反映度 

・児童生徒数推計、通学区域、学校規模、施設劣化

状況、維持管理費、利用実態等を整理し、改定後

の基本方針を適切に計画へ落とし込めているか。 

20 

実施体制・ 

技術者の能力 

・教育計画、都市計画、建築、ファシリティマネジ

メントの専門家が適切に配置されているか。 

・責任者の経験が十分か。 

10 

類似業務実績 

・学校再編計画と長寿命化計画の双方に関する実

績。特に、基本方針を前提とした計画策定や自治

体での実績があるか。 

5 

合意形成・ 

住民参加の方法 

・基本方針を市民に周知しつつ、再編案・施設更新

案の理解を深めるための説明方法が適切か。 

・保護者、地域住民、関係団体等へのアプローチが

明確か。 

5 

工程管理・ 

スケジュールの妥当性 

・基本方針を踏まえつつ、限られた期間で計画策定

を行うための工程が合理的か。 

・庁内調整、教育委員会会議、説明会等が過不足な

く組み込まれているか。 

10 

成果物の品質 

・基本方針との整合性が明確で、将来の実行段階に

移行しやすい計画書になっているか。 

・図表等の視認性、計画の使いやすさ 

5 

費用の妥当性 
・提案内容に見合った費用か。 

・説明の根拠が示されているか。 
15 

※ 企画提案書等の評価方法は、評価項目ごとにＳ～Ｄの５段階で評価し、各評価項目に割り当

てた配点に得点率を乗じて数値化する方法とする。（100点満点） 

 

評価 評価基準 得点率 

Ｓ 特に優れている。 ５／５ 

Ａ 優れている。 ４／５ 

Ｂ 趣旨に合致している。 ３／５ 

Ｃ 趣旨に一部合致していない。 ２／５ 

Ｄ 趣旨に全く合致していない。 １／５ 
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16 審査及び優先交渉権者の特定等 

 ⑴ 審査方法等 

  ア 企画提案書等の審査は、審査委員会で行う。 

  イ 提出された企画提案書等の内容、プレゼンテーション及びヒアリングにより、評価委員が、

本要領15に定める「評価項目及び評価基準」に基づき得点を付け、評価委員全員の合計点が最

も高い企画提案者を優先交渉権者とし、２位の者を次点者として特定する。 

  ウ 本要領５に定める「参加資格」及び本要領12⑸に定める記載内容を満たさない企画提案書

等は、失格とする。 

  エ 同一点数が２者以上となった場合は、審査委員会の審議にて上位を決定し、次点者につい

ても同様とする。 

  オ 審査委員会が適切な提案がないと判断した場合には、優先交渉権者として特定せず、プロ

ポーザルの手続を中止することがある。 

 ⑵ 審査結果の通知 

  ア 企画提案者には、「プロポーザル企画提案書等審査結果通知書」を、令和８年６月上旬に電

子メールにて送付する。 

  イ 審査結果の説明を求める場合、「プロポーザル企画提案書等審査結果通知書」を電子メール

にて送付した日の翌日から起算して５営業日以内に書面（任意様式）にて行うものとし、請求

に対する対応は、書面にて回答するものとする。 

    なお、審査結果説明請求による審査の経緯及び結果に対する異議の申立て並びに合計点及

び順位以外の評価内容の開示請求には応じない。 

 

17 契約の締結 

 ⑴ 契約交渉 

   審査の結果、優先交渉権者を特定し、本業務の仕様の協議、確認等の契約交渉を行う。ただ

し、下記のいずれかに該当し、優先交渉権者と契約が締結できない場合には、次点者と契約交渉

を行う。 

  ア 優先交渉権者が審査後、本要領５に定める「参加資格」を満たすことができなくなったと

き。 

  イ 優先交渉権者と契約交渉が成立しないとき。 

  ウ 優先交渉権者が本契約の締結を辞退したとき。 

  エ その他の理由により優先交渉権者と本契約の締結が不可能となった場合 

 ⑵ 契約締結日 令和８年６月中旬（予定） 

 

18 業務の範囲 

  本業務の範囲は別紙「（仮称）富士市立小中学校再編計画策定及び富士市学校施設長寿命化計画

（個別施設計画）改定支援業務委託仕様書」を基本とするが、富士市の判断により契約締結時に

おいて、優先交渉権者が企画提案書等により行った追加提案等の内容を追加し、又は変更できる

こととする。また、これにより見積金額を超えない範囲で、契約内容、契約額等の調整を行うこと

がある。 
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19 その他（留意事項） 

 ⑴ プロポーザル参加表明書、企画提案書等が以下に該当する場合は、無効となる場合がある。 

  ア 提出方法、提出先及び提出期限に適合しないもの 

  イ 指定する様式及び記載上の注意事項に示された条件に適合しないもの 

  ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

  エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

 ⑵ 失格となる企画提案者 

  ア 提案内容が以下に該当する場合は、失格とする。 

   (ア) 本要領２⑷「支払限度額」の金額を超えた見積金額を提出した場合 

   (イ) 本要領14「プレゼンテーション及びヒアリング」で定めるプレゼンテーション及びヒア

リングに出席しない場合 

   ( ｳ ) 企画提案書等に虚偽の内容を記載した場合 

  イ 企画提案者が以下に該当する場合は、失格とする場合がある。 

   (ア) 本要領に定める手続以外の方法により、評価委員又は関係者に本プロポーザルに対する

援助を直接若しくは間接に求めた場合又は不正な行為をしたと認められる場合 

   (イ) その他審査委員会が不適格と認めた場合 

 ⑶ 提出書類の記載内容に関する責任は、企画提案者が負うものとする。 

 ⑷ 書類の作成及び提出等に係る全ての費用は、参加者の負担とする。 

 ⑸ 提出された書類及びデータの返却はしないものとする。 

 ⑹ 電子メール等の通信事故については、本市はいかなる責任を負わない。 

 

20 様式一覧【本要領４ 「担当課」で示す市ウェブサイト参照】 

様式番号 様式名 
要領の 

該当箇所 

様式－１ 参加表明に関する質問書 要領８ 

様式－２ プロポーザル参加表明書 要領９ 

任意様式 会社概要書・参加表明者の業務実績表 要領９ 

様式－３ 企画提案書等提出に関する質問書 要領11 

任意様式 企画提案書 要領12 

任意様式 業務実施体制 要領12 

任意様式 業務工程計画（実施スケジュール） 要領12 

任意様式 見積金額及び内訳金額がわかるもの 要領12 

様式－４ プロポーザル参加辞退届 要領13 

 


